
手話の普及に関する取組

健康福祉部障害者支援局
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「がんばる」を
手話で表現

静岡県手話言語条例

手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の者が共生す
ることのできる地域社会の実現を図る。

＜目的（第１条）＞

※平成３０年県議会２月定例会で、議員提案により議決、 公布日（３月２８日）より施行

ろう者及び手話通訳者等から、手話普及施策について意見を聞き取り
＜主な意見＞
・駅やスーパー、飲食店等の県民の目に触れるところでの広報により条例の周知
啓発が重要（ポスター、チラシの作成）
・県民が手話を学ぶ機会を増やしてほしい

手話通訳と盲ろう者向け
通訳介助者（触手話）を配置

◎協議会構成メンバー（団体）

清水町健康福祉課（町長会会長町）

藤枝市自立支援課（市長会会長市）

（社福）静岡県身体障害者福祉会

(一社）静岡県経営者協会

静岡県聴覚障害者情報センター

岐阜聖徳学園大学教育学部教授

静岡県校長会

静岡県教育委員会特別支援教育課

静岡県手話通訳士協会

静岡県手話通訳問題研究会

静岡盲ろう者友の会

（公社）静岡県聴覚障害者協会

○静岡県手話言語施策推進協議会（第１回：平成30年７月、第２回：平成31年２月）
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手話通訳

触手話※障害者差別解消法では、合理的配慮の提供が求められて
います。各部局で講演会・イベント等を実施する場合、ろう者
への合理的配慮として、手話通訳者の配置をお願いします！



手話の普及に関する取組①
●県・市町職員研修の実施

○県・市町職員向け手話入門講座
88回開催、1,162人受講
（県：1,057人、市町：105人）

○県職員対象のSDOを活用した
手話入門講座（全10回）

富士会場での様子
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○新規採用職員研修で、手話言語条例
に関連した科目を新設 （人事課）

手話の普及に関する取組②

【手話言語条例啓発チラシ】

手話言語条例啓発動画
「もっとみんなと話したい」

Youtubeで公開中！

●県民に向けた取組

○手話の啓発動画
○ポスター及びチラシ
○県民向け手話学習動画

○YoutubeへUP
○県民の目に触れる駅などに掲示
○県民向け手話講習会、
企業向け手話講習会に利用
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手話の普及に関する取組③

静岡県の上位50の苗字 手話動画

静岡県と35市町名の手話動画
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２

３

４
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「手話であいさつを」運動の推進①

～県民誰もが、手話で簡単なあいさつができることを目指す～

【手話あいさつ運動推進員の養成・派遣】
・ろう者や手話通訳者等を対象に養成講座を実施
・各市町イベント、小中学校へ推進員を派遣

【手話の各種講座開催】
・県民向け手話講習会
・企業管理者向け啓発講座
・県市町職員向け手話入門講座
・県新規採用職員研修

手話あいさつ運動推進員の派遣
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「手話であいさつを」運動の推進②

「手話であいさつを」運動の重点取組期間
手話言語国際デー（９月23日（月・祝））から１週間

・みみの日大会 ・ろう者による講演と手話体験（県内４ケ所）

みみの日大会 小学校での手話体験 消防署での手話体験

＜重点取組期間＞

愛の援聴週間（３月３日から１週間）の取組
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ふじっぴーは手話で「手話」を表現

手話の普及を通じ、障害の有無によって
分け隔てられることのない共生社会の
実現を目指します！

「おはよう」 「ありがとう」 「おつかれさま」

イラスト制作・著作 （公社）静岡県聴覚障害者協会

皆さんも、ぜひ
手話であいさつを！
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